
【対象となるサービス】

【お問い合わせ先】

●宮津市ホームページや広報、ＳＮＳなどで取組を広く紹介します。

●子育て支援に積極的に取り組む事業所としてイメージアップにつながります。

●宮津市内に所在する企業、事業所、飲食店、個人商店など

【応募方法】

・子どもが遊べるスペースの設置

・子育て家庭が交流できるスペースの設置

・乳幼児の食事メニューや食品の取扱いなど

・子育て家庭が店舗等を利用した際の利用料の割引やプレゼント進呈

・子育て家庭向けの相談会や講座の実施

・育児や子どもに関するイベント、お祭り、店舗見学会の開催など

〒626-8501　宮津市字浜町3012番地（宮津阪急ビル4階）

　　　　　　  宮津市健康福祉部　子ども未来課子ども福祉係

　                 TEL：45-1640　FAX：22-8438

                 　E-mail:kosodate@city.miyazu.kyoto.jp

　　～　みんなで育み

　　　　        みんなが育まれるまち　みやづ　～

　　子育て応援事業所を募集します！！

・従業員に対する育児休業、看護休暇等の取得促進、短時間勤務制度、

　在宅勤務制度等の充実

１　子育て家庭が立ち寄りやすい環境づくり

４　仕事と子育ての両立の支援
・自企業内に仕事と子育ての両立についての相談、情報提供の窓口の

　設置など

サービス分類

２　子育て家庭へのサービスの実施

３　子育て家庭が参加できる事業の実施

宮津市では、地域ぐるみでの子育て支援を充実させるため、子育て家庭を応援する事業所を『子育て応援事

業所』として認定します。子育て応援事業所として「みんなで育み　みんなが育まれるまち　みやづ」を一

緒に目指しませんか？皆様の申請をお待ちしています！

●認定証及び認定シールを交付します。店頭に掲示することにより、子育てを応援する事業者であることを

市民にアピールできます。

サービスの内容

●申請書に必要事項を記入のうえ、ご応募ください。

●申請書は、福祉・教育総合プラザ（宮津阪急ビル4階）子ども

未来課子育て応援係又は市ＨＰからダウンロードできます。

【対象企業・事業所】

【認定を受けるメリット】


